
墓地等の経営許可及び変更許可（50％以上の拡張）に係る手続きフロー
申請者（宗教法人等） 川口市（保健所生活衛生課） 近隣住民等 備   考 

条例第 3条第1項から第3項 

計画協議書（様式第１号） 

正・副１通ずつ 

条例第 3条第4項 

条例第 4条第1項 

標識（様式第2号） 

条例第 4条 2項 

標識設置届（様式第3号） 

正・副１通ずつ 

条例第 5条第1項 

条例第 5条第2項 

様式は任意 

正・副１通ずつ 

条例第 6条第1項 

条例第 6条第1項 

条例第 6条第2項 

様式は任意 

正・副１通ずつ 

条例第 7条 

条例第 9条第1項及び第2項 

墓地等経営許可申請書（様式第4号）

正・副１通ずつ 

条例第 11 条 

墓地等経営許可書（様式第 5号） 

不許可通知書（様式第7号） 

条例第 12 条 

墓地等工事着手届（様式第 8号） 

正・副１通ずつ 

条例第 13 条第 1項 

墓地等工事完了届（様式第 9号） 

正・副１通ずつ 

条例第 13 条第 2項 

工事完了検査済証（様式第 10号）

条例第13 条第 3項 

墓地、埋葬等に関する法律第12条

墓地等管理者設置（変更）届 

（様式第16号）正・副１通ずつ

計画立案 相  談 

計画協議書提出 申請書提出予定日

120日前まで
協議書受理 

指導・助言 指導助言内容確認 

審査 

標識の設置 計画事実を確認 申請書提出予定日

90日前まで

標識設置届提出 標識設置後

速やかに
設置届受理 

説明会の案内 

説明会の開催 
申請書提出予定日

60日前まで

説明会の報告 報告書受理 説明会開催後

速やかに

意見の確認 

意見者との協議 

協議内容の報告 報告書受理 

勧  告 是  正 

申請書受理 

審査(30日程度) 

許可書交付 

または 

許可書受理 

工事着手届 工事着手届受理 

工事完了届 工事完了届受理 

申請書提出予定日

30日前まで

許可申請書提出 

不許可通知 

墓地使用開始 

完了検査 

(概ね２週間程度) 

計画地の周囲 100ｍ以内（火葬場は 300ｍ以内）
の土地または建物の所有者等へ通知

説明会の参加 

意見の申出 

申請者との協議 

墓地管理者設置届 




